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豊岡市地域防災計画の用語 

分類 略式名 正式名 

1 市 豊岡市 

1 本部 豊岡市災害対策本部又は豊岡市災害警戒本部 

1 地域本部 
豊岡市（城崎、竹野、日高、出石、但東）地域災害対策本部又は

豊岡市（城崎、竹野、日高、出石、但東）地域災害警戒本部 

1 現地本部 豊岡市現地災害対策本部 

1 各部 豊岡市災害対策本部又は豊岡市災害警戒本部を構成する部 

1 消防本部 豊岡市消防本部 

2 県 兵庫県 

2 県民局 兵庫県但馬県民局 

2 健康福祉事務所 兵庫県但馬県民局豊岡健康福祉事務所（豊岡保健所） 

2 土木事務所 兵庫県但馬県民局豊岡土木事務所 

2 農林水産振興事務所 兵庫県但馬県民局豊岡農林水産振興事務所 

2 土地改良センター 兵庫県但馬県民局豊岡土地改良センター 

2 警察本部 兵庫県警察本部 

２ 警察署 兵庫県豊岡警察署 

３ 公共職業安定所 厚生労働省兵庫労働局豊岡公共職業安定所 

３ 近畿農政局 農林水産省近畿農政局 

3 豊岡河川国道事務所 国土交通省近畿地方整備局豊岡河川国道事務所 

3 気象台 気象庁神戸地方気象台 

3 海上保安署 
海上保安庁第八管区海上保安部本部舞鶴海上保安部香住海上保

安署 

4 自衛隊 
陸上自衛隊第３師団第３特科隊 

海上自衛隊呉地方隊阪神基地隊 

5 郵便局 
日本郵便株式会社神戸支社 

日本郵政株式会社市内各郵便局 

5 日赤 
日本赤十字社（兵庫県支部豊岡市地区、兵庫県無線奉仕団豊岡支

部） 

5 ＮＨＫ 日本放送協会（神戸放送局） 

5 ＪＲ西日本 西日本旅客鉄道株式会社（福知山電車区豊岡支所） 

5 ＮＴＴ西日本 西日本電信電話株式会社（兵庫支店） 

5 ＮＴＴドコモ 株式会社NTTドコモ関西支社 

5 ＮＴＴコム エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 

５ ＮＴＴ各社 
ＮＴＴ西日本、ＮＴＴコム、ＮＴＴドコモ 

（ＮＴＴマーケティングアクト兵庫但馬営業所） 

5 日本通運 日本通運株式会社（神戸支店） 

5 福山通運 福山通運株式会社 

5 佐川急便 佐川急便株式会社 

5 ヤマト運輸 ヤマト運輸株式会社 

5 西濃運輸 西濃運輸株式会社 

5 ＫＤＤＩ ＫＤＤＩ株式会社 

5 ソフトバンク各社 ソフトバンクテレコム株式会社、ソフトバンクモバイル株式会社 

5 関西電力 関西電力送配電株式会社兵庫支社（豊岡営業所） 

６ 全但バス 全但バス株式会社（豊岡営業所、城崎営業所） 

６ トラック協会 一般社団法人兵庫県トラック協会 

６ 県ＬＰガス協会 一般社団法人兵庫県ＬＰガス協会 但馬支部 

６ 但馬空港ターミナル(株) 但馬空港ターミナル株式会社 
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分類 略式名 正式名 

７ 消防団 
豊岡市豊岡消防団、豊岡市城崎消防団、豊岡市竹野消防団、豊岡

市日高消防団、豊岡市出石消防団、豊岡市但東消防団 

７ 民生委員・児童委員連合会 豊岡市民生委員・児童委員連合会 

７ 身体障害者福祉協会 豊岡市身体障害者福祉協会 

７ 国際交流協会 豊岡市国際交流協会 

７ 社会福祉協議会 社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会 

７ 病院組合 公立豊岡病院組合 

７ 医師会 一般社団法人豊岡市医師会 

７ 歯科医師会 豊岡市歯科医師会 

７ 看護協会 公益社団法人兵庫県看護協会但馬支部 

７ 薬剤師会 一般社団法人兵庫県薬剤師会但馬支部 

７ 獣医師会 一般社団法人兵庫県獣医師会但馬支部 

７ 農業協同組合 たじま農業協同組合 

７ 漁業協同組合 但馬漁業協同組合、円山川漁業協同組合 

７ 森林組合 北但東部森林組合 

７ 商工会議所、商工会 豊岡商工会議所、豊岡市商工会 

７ 卸売市場 豊岡総合卸売市場管理組合 

７ 木材業組合 但馬木材業協同組合 

７ 旅館組合 兵庫県旅館環境衛生同業組合、城崎温泉旅館協同組合 

７ 観光協会 

豊岡観光協会、豊岡港観光協会、城崎温泉観光協会、たけの観光

協会、日高神鍋観光協会、但馬國出石観光協会、但東シルクロー

ド観光協会 

７ 建設業協会 

一般社団法人兵庫県建設業協会豊岡支部、日高建設会、出石町建

設業協会、兵庫県電気工事工業組合但馬支部、豊岡市管工事協同

組合、但馬緑化協会豊岡支部 

７ 管工事組合 豊岡市管工事協同組合 

７ 豊岡エネルギー 豊岡エネルギー株式会社 

７ ＦＭたじま 株式会社エフエムたじま 

７ 北近畿タンゴ鉄道 北近畿タンゴ鉄道株式会社 

8 鉄道事業者 西日本旅客鉄道株式会社、北近畿タンゴ鉄道、WILLER TRAINS 

8 公共交通機関 
西日本旅客鉄道株式会社、北近畿タンゴ鉄道、全但バス、WILLER 

TRAINS 

8 道路管理者 
国土交通大臣（豊岡河川国道事務所）、県知事（豊岡土木事務所）、 

豊岡市長（都市整備部） 

8 河川管理者 
国土交通大臣（豊岡河川国道事務所）、県知事（豊岡土木事務所）、 

豊岡市長（都市整備部） 

8 ダム管理者 
県知事（豊岡土木事務所）（但東ダム） 

関西電力（道場ダム、名色ダム） 

8 水防管理者 豊岡市長（都市整備部） 

8 消防機関 

豊岡市消防本部、豊岡市豊岡消防団、豊岡市城崎消防団、豊岡市

竹野消防団、豊岡市日高消防団、豊岡市出石消防団、豊岡市但東

消防団 

8 消防機関の長 豊岡市消防本部消防長 

8 漁港管理者 豊岡市長（コウノトリ共生部） 

8 港湾管理者 県知事（豊岡土木事務所） 

8 空港管理者 但馬空港ターミナル株式会社 



viii 

分類 略式名 正式名 

8 電気通信事業者 
ＮＴＴ西日本、ＮＴＴドコモ、ＮＴＴコム、ＫＤＤＩ、ソフトバ

ンク各社 

8 ライフライン機関 

関西電力、ＮＴＴ西日本、ＮＴＴドコモ、ＮＴＴコム、ＫＤＤＩ、

ソフトバンク各社、豊岡エネルギー、一般社団法人兵庫県ＬＰガ

ス協会 但馬支部、市（上下水道部） 

8 放送事業者 

ＦＭたじま、ＮＨＫ、株式会社ラジオ関西、株式会社サンテレビ

ジョン（但馬総局）、兵庫エフエム放送株式会社、株式会社オプ

テージ（K-CAT eoTV） 

8 道路運送事業者 日本通運、福山通運、佐川急便、ヤマト運輸、西濃運輸 

8 新聞社 

神戸新聞社但馬総局、朝日新聞社豊岡支局、毎日新聞社豊岡支局、

読売新聞社豊岡支局、産経新聞社豊岡支局、新日本海新聞社豊岡

通信部 

8 報道機関 放送事業者、新聞社 

8 関係機関 
県、指定地方行政機関、自衛隊、指定公共機関、指定地方公共機

関 

8 豊岡市国際交流協会 一般社団法人豊岡市国際交流協会 

8 関係団体 

但馬広域行政事務組合、北但行政事務組合、病院組合、豊岡エネ

ルギー、北近畿タンゴ鉄道、ＦＭたじま、新聞社、消防団、社会

福祉協議会、民生委員・児童委員連合会、身体障害者福祉協会、

但馬障害者通所施設連絡会、豊岡市障害者自立支援協議会、豊岡

市特養・施設長連絡協議会、国際交流協会、女性連絡協議会、区、

自主防災組織、ＰＴＡ、建設業協会、電気工事組合、管工事組合、

医師会、歯科医師会、看護協会、薬剤師会、獣医師会、農業協同

組合、漁業協同組合、森林組合、商工会議所、商店街連合会、商

業組合、旅館組合、観光協会、全但清掃協同組合、卸センター、

卸売市場、プロパンガス組合、木材業組合、学校法人、金融機関、

医療機関、社会福祉施設の管理者、危険物施設等の管理者、公衆

浴場の管理者 

※ 分類は次の通り。 

 １ 市、２  県、３ 指定地方行政機関、４ 自衛隊、５ 指定公共機関、６ 指定地方公共機関、 

７ 公共的団体・防災上重要な施設の管理者、８ その他 

※ 「５ 指定公共機関」「６ 指定地方公共機関」「７ 公共的団体・防災上重要な施設の管理者」の定

義は以下のとおり。 

５ 指定公共機関 ： 独立行政法人、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び

電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、内閣総理大臣が指定するものをいう（災

害対策基本法第２条６号）。 

６ 指定地方公共機関 ： 地方独立行政法人及び港務局、土地改良区その他の公共的施設の管理者並び

に都道府県の地域において電気、ガス、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、当該都道府

県の知事が指定するものをいう（災害対策基本法第２条７号）。 

７ 公共的団体・防災上重要な施設の管理者 ： 指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公

共団体の長その他の執行機関、指定公共機関及び指定地方公共機関以外の機関で、法令又は防災計

画の定めるところにより、災害予防及び災害応急対策の実施の責任を有するものをいう（災害対策

基本法第46条２項、第50条第２項）。 

※ 北近畿タンゴ鉄道は、平成27(2015)年４月１日より鉄道事業法に定める第三種鉄道事業者となり、 列

車運行等は行わず、施設等保有会社となった。 

 


